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2021 年度ドイツ交換交流募集要項（追加募集） 
 

公益財団法人 小山台教育財団 
１．国際交流事業の趣旨 

公益財団法人 小山台教育財団（以下、財団小山台という）の国際交流事業は、国際交流を通じ

て異文化体験を提供するとともに、広い視野を持ち、多様な価値観を受入れ、お互いに理解しあう

力を身につけたグローバル人材の育成をめざしています。 

 

２．2021年度のプログラムについて 

新型コロナウイルス感染拡大のため、2021 年度はドイツ交換交流事業（以下、ドイツ交換交流）

のみの募集とします（海外体験派遣（英国）は実施しません）。 

ドイツ交換交流の参加者は、今年（2021年夏）の渡航は行いませんが、オンラインによるドイツ

学生との交流や日本国内での研修プログラムに参加します。そして来年（2022年夏）に、ドイツ学

生の受け入れを予定しており、交流パートナーとなるドイツ学生の数日程度のホームステイを中心

に、パートナー、団員、家族も交えた交流活動を行います。 

さらに、新型コロナウイルスの状況が改善し、条件が整えば 2022‐23年のいずれかの時期にドイ

ツに渡航する可能性があります。渡航の場合には、別途費用が必要となりますので、参加者のご希

望を改めて伺います。 

 

３．募集コース 

名称 第 14回ドイツ交換交流～目指せグローバル人材！世界に視野を広げよう！～ 

応募資格 
小山台高校・大崎高校・八潮高校の在校生および同校を卒業した大学生。 

詳細は「６．応募資格」を参照 

活動期間 2年間（2021 年～2022 年） 

募集人数 7名程度（予定） 

参加費 35,000円     （9．活動予定表に記載された活動費用を含む） 

備考 

集合‐解散場所までの交通費は各自負担  

2022年夏に実施する受け入れに関しては、財団小山台が相当額を負担し、参加者の

自己負担は 5万～8万円程度（ホームステイ時の滞在費用や外部活動等）となる見

込み。 

 

４．コースのねらい  

  ・2 年間にわたる家族ぐるみの交流を通じ、絆と相互理解を深める。 

  ・両国の歴史・文化や世界の現代的課題を共に学ぶ経験を通じ、異なる価値観の中で自らを表現する力

を身につける。 

  

 

５．おもな活動 

１)ドイツ学生とのパートナー関係づくり（2022年来日受入/オンライン交流)  

２)ドイツを知る（ドイツとのオンライン交流/講義） 

３)日本文化を知る（日本文化体験） 

４)国際感覚を身に付ける（体験型プログラムでの研修） 

 ５)受け入れ準備（都内散策行程作成＆試行/リーダー＆団員・BRANCH※による企画） 
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６．応募資格 

（1） 小山台高校・大崎高校・八潮高校（品川区にある都立高等学校）の在校生および同校を卒業した

大学生。 

（2） 財団小山台が過去に実施したドイツ・英国への派遣事業の団員ではないこと。 

（3） 【大崎高校在校生のみ】事前に学校と協議したうえで学校長から推薦を得ること。 

 

 

 ７．応募条件 

（1） 交流事業の団員として良識ある団体行動をとること。 

（2）2021 年度の研修活動および 2022 年夏のドイツ・カニジウス校のパートナー来日受入活動のすべ

てに参加し、終了後に報告書を提出すること。但し、健康上等のやむを得ない理由によりこれら

に参加できない場合には、財団小山台の了承を求めること。 

（3）参加者は「BRANCH※」、参加者の保護者は「さくら会※」にそれぞれ入会し、 事業終了後も財団

小山台の国際交流活動に協力・支援すること。 

（4）大学生は、財団小山台が指名するリーダーを補佐すること。 

（5）ホームページ掲載の個人情報保護に関する基本方針を含め財団小山台の諸規定に同意をすること。 

（6）財団小山台の事業報告や募集または広報活動のため、自身の写真・文章・その他作品等をホーム

ページやパンフレット等に掲載されることに同意すること。 

（7）日本国、財団小山台、交流相手先等の求めに応じ、PCR 検査等の必要な検査を受診し、結果を提

示すること。なお、その場合の検査等費用は財団小山台の負担とする。  

 

※「BRANCH」は、財団小山台が行う国際交流事業に参加した者が財団小山台の国際交流事業活動

に協力するとともに会員相互の親睦及び研鑽を図ることを目的とする組織です。 

※「さくら会」は、財団小山台が行う国際交流事業の交換事業で交換パートナーの受け入れを経

験した保護者の組織で、新たに受け入れるご家庭を支援しています。 

 

８.応募・選考 

応募方法 

次の(1)・(2)の書類を小山台会館内の事務局窓口に原則応募者本人が持参して下さい。 

代理の方の持参や郵送での提出の場合は事前にご相談ください。 
 

(1)海外派遣申込書  
(2)保護者承諾書 

なお、感染症拡大の場合は、提出方法を変更する場合があります。 

その場合、財団小山台ホームページでお知らせいたします。 

応募期間 
2021年 5月 6日(火)～2021年 5 月 26日(水)17:30（厳守）   

（事務局開設時間：火～土 9時～18時） 

合格発表 2021年 5月 29日（土）10:00に財団小山台ホームページに掲示します。 

選   考 

(1)海外派遣審査委員会が書類で選考します。 

(2)語学力は選考の基準としません。 

(3)財団小山台は選考理由および合否判定の経過の説明を一切行いません。 

参 加 費 

振込期限 

合格者は、参加費用を 2021 年 6 月 18 日(金)までに指定された口座にお振込みくだ

さい。 

そ の 他 

オンライン環境や機器利用で不安のある方は、財団小山台事務局までご相談ください。 

また、定員に満たない場合、応募期間を延長する場合があります。 

合格発表等の日程は個別にお知らせいたします。 
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９．活動予定表＜2021年前期分＞ 

 活動日 時間 内容（予定） 

1 2021 年 5月 8日（土） 13:30～18:30 

・開講式 

・ドイツ事情講習 

・コミュニケーション・プレゼンテーション

練習 

・ドイツとのオンライン接続 

・受入準備 など 

2 2021 年 5月 29 日（土） 13:30～18:30 

3 2021 年 6月 5日（土） 終日 

4 2021 年 6月 19日（土） 13:30～18:30 

5 2021 年 7月 10 日（土） 13:30～18:30 

6 2021 年 7月 17日（土） 13:30～18:30 

7 
2021 年 7月 26日（月） 

～7月 30日（金） 

終日 

（日帰り） 
・英語ディスカッション体験型研修 など 

8 2021 年 8月  <数日> 13:00～20:00 ・ドイツ団とのディスカッションなど 

9 2021 年 8月  <数日> 
終日 

（宿泊） 

・里山体験など 

または、日本文化を知るための活動 

10 2021 年 8月 21日（土） 未定 ・中間ふりかえり 

11 2021 年 9月以降 未定 

・受入準備 

・受入プランづくり 

・団員自主企画 など 

 

※  2021 年 9月以降の予定、2022年の活動予定は今後決定します。 

※ ドイツと交流を行う場合、上記日程以外に活動を追加する場合があります。 
※ 上記以外にも団員が日程を決めて自主的に集まることがあります。 

※  原則、班活動・部活動および個人的事情での欠席や遅刻は認められません。 

但し、体調不良や慶事弔事、学校行事等の場合には財団小山台あて事前にご相談下さい。 

※ 追加募集合格者は、第 1回目 5月 8日（土）研修にはご参加頂けません。 
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各種取り扱いについて 
 

 

 １．新型コロナウイルス等への対応について 

(1)事業の実施についての行動指針 
 財団小山台の国際交流事業は、国および東京都の基準に従い運営をいたします。 
① 三密を避ける。 

  研修場所や活動場所が室内となる場合は、可能な限り窓を開き常時換気をします。 

② 検温および体調の確認 

研修や活動前の検温および体調確認を徹底します。 

③ 手洗いの励行 

手洗い用の石鹸および消毒用アルコールの使用を励行します。 

③ ソーシャルディスタンスおよびマスク着用等咳エチケットの徹底 

ソーシャルディスタンスの確保に努め、必要に応じて参加者全員がマスクの着用など咳エ

チケットの徹底を図ります。 

 

(2)費用の取り扱い 

新型コロナウイルスの感染状況によって、財団小山台の判断で日程や時間の短縮や変更、オ

ンラインへの移行を含む内容の変更を行う場合があります。 

① 活動の中止または内容の変更が決定した場合の費用の取扱いは次の通りです。 

すべての活動を中止する場合：実施済みの活動に要する経費を除いて返還します。 

日程または時間を短縮する場合：返還しません。 

オンラインへの移行を含む内容を変更する場合：返還しません。 

② 参加者の自己都合で活動に参加しない場合 
原則として返還しません。 

    ※上記に関わらず事情や状況を勘案し、参加者に不利にならない範囲で、 

財団小山台の判断により取扱いを変更する可能性があります。 

 

２．その他 

(1)参加資格の取消 

正当な理由なく遅刻・欠席するなど、団員として不適格と財団小山台が判断した時には、

参加資格を取り消すことがあります。その場合、参加費用を上限に経費をご負担頂きます。 

 

(2)保険について 

ドイツ交換交流活動期間中の事故については、財団小山台で加入する下記の保険により補償されま

す。詳細は財団小山台事務局までお問い合わせください。 

引受会社：三井住友海上火災保険株式会社 

加入保険：行事参加者傷害保険・国内旅行保険 

 

問合わせ先： お気軽にご相談ください！！ 

公益財団法人 小山台教育財団 事務局〒142-0062品川区小山 4-11-12（小山台会館） 

☎03-5721-6171(日・月・祝日休み)   http://www.koyamadai50.jp     


